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規 則 

 

 三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 九 年 一 月 三 十 一 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 四 号 

三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

三 重 県 立 職 業 能 力 開 発 施 設 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 規 則 第 七 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 別 表 第 三 金 属 成 形 科 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。 

金 属 成 形

科 

  総時間 

630

 

建 物 そ の 他

の工作物 

黒板、椅子

等を備えた

実習場 

20

 

金属の接合及び加工

等の金属加工におけ

る基礎的な技能及び

これに関する知識 

150

機械 プレス用機

械類 

切断用機械

類 

板金用機械

類 

溶接用機械

類 

 

  

(1) 学科 

イ 社会 

ロ 機械工学概

論 

ハ 金属材料学 

ニ 製図 

ホ 溶接法 

へ 測定法 

ト 板金工作法 

チ 安全衛生  

  (2) 実技 

イ 測定・機械操

作基本実習 

ロ 溶接基本実

習 

ハ 板金工作実

習 

ニ 安全衛生作

業法 

350

その他 器工具類 

計測器類 

製図器及び

製図用具類 

教材類 

 

 「     「   

第 三 号 様 式 中 
生 年

月 日
年 月 日

男

女
 を 

生 年

月 日
年 月 日 に 改 め る 。 

    」   」 

 「     「   

第 四 号 様 式 中 フ リ ガ ナ 男・女 を フ リ ガ ナ に 改 め る 。 

    」   」 

  附 則 

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 

告 示 

 

三重県告示第 63 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

    平成 29 年 1 月 31 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  道路の種類 県道 

2  路 線 名 松阪第 2 環状線 

3  道路の区域 

区          間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル
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旧新 9.80 54.40
松阪市上川町 3899 番 1 地先内 

新 5.80～16.50 56.50

 

三重県告示第 64 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部道路管理課に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

平成 29 年 1 月 31 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

県道 

 松阪第 2 環状線 
松阪市上川町 3899 番 1 地先内 平成 29 年 1 月 31 日 

 

 

公 告 

 

三重県労働委員会委員のうち、労働者委員に 1 名の欠員が生じるので、補充委員を任命するため、労働組合法

施行令（昭和 24 年政令第 231 号）第 21 条第 1 項の規定により、次のとおり労働者委員の候補者の推薦を求めま

す。 

平成 29 年 1 月 31 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  推薦資格 

三重県内にのみ組織を有し、かつ、労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）第 2 条及び第 5 条第 2 項の規定

に適合する労働組合 

2  被推薦者の資格 

委員候補者に推薦される者の資格については、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を

受けることがなくなるまでの者に該当しない者であること。 

3  推薦期間 

平成 29 年 1 月 31 日（火）から同年 2 月 27 日（月）まで 

4  推薦手続 

候補者を推薦しようとする労働組合は、次の書類を三重県雇用経済部雇用対策課へ提出してください。 

(1) 別記様式の推薦書 

(2) 被推薦者の履歴書 

(3) 推薦に係る労働組合が、労働組合法第 2 条及び第 5 条第 2 項の規定に適合する旨の三重県労働委員会の証

明書 

 なお、この証明書の交付を受けるためには、平成 29 年 2 月 13 日（月）までに三重県労働委員会宛てに労

働組合資格審査申請書を提出する必要があります。不明な点は、三重県労働委員会事務局（電話

059-224-3033）へお問い合わせください。 

5  その他 

 詳細については、三重県雇用経済部雇用対策課（津市広明町 13 番地 電話 059-224-2454）までお問い合わ

せください。 
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別記様式 

 

                   三 重 県 労 働 委 員 会 委 員 推 薦 書 

 

  三 重 県 知 事  宛て 

 

 

                               年   月   日 

 

                      所  在  地 

 

                      名     称 

 

                      代 表 者 氏 名                印 

 

  労働組合法施行令第 21 条第 1 項の規定により、三重県労働委員会の労働者委員の候補者として次の者を推薦

します。 

 

 

氏  名 

 

年 齢 

 

労働組合名 

 

地 位 

 

備 考 
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発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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